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議案第９８号 

 

令和６年度掛川市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度掛川市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

第１条 令和６年度掛川市水道事業会計予算（以下「予算」という｡)第３条に定めた収益的収入 

 及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

収        入 

 第１款 水道事業収益   3,126,571千円     1,050千円   3,127,621千円 

  第２項 営業外収益    308,704千円     1,050千円    309,754千円 

支        出 

 第１款 水道事業費用   3,018,086千円     5,257千円   3,023,343千円 

  第１項 営業費用    2,891,677千円     5,257千円    2,896,934千円 
 

第２条 予算第４条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額991,117千 

 円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額991,220千円」に、「当年度消費税及び 

 地方消費税資本的収支調整額119,089千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 

 119,103千円」に、「過年度分損益勘定留保資金672,028千円」を「過年度分損益勘定留保資金 

 672,117千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

支        出 

 第１款 資本的支出    1,592,507千円      103千円   1,592,610千円 

  第１項 建設改良費   1,341,044千円      103千円   1,341,147千円 
 

第３条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

     職員給与費     177,947千円     5,360千円    183,307千円 

 

  令和６年１１月１３日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第９９号 

 

令和６年度掛川市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度掛川市公共下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

第１条 令和６年度掛川市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という｡)第３条に定めた収益的 

 収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

収        入 

 第１款 下水道事業収益  2,044,591千円   △35,361千円   2,009,230千円 

  第２項 営業外収益   1,441,442千円   △35,361千円   1,406,081千円 

支        出 

 第１款 下水道事業費用  2,026,890千円   △63,807千円   1,963,083千円 

  第１項 営業費用    1,794,466千円   △49,980千円   1,744,486千円 

  第２項 営業外費用    232,322千円   △13,827千円    218,495千円 
 

第２条 予算第４条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額555,376千 

 円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額555,055千円」に、「当年度消費税及び 

 地方消費税資本的収支調整額10,997千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 

 10,982千円」に、「当年度分損益勘定留保資金544,379千円」を「当年度分損益勘定留保資金 

 526,907千円及び利益剰余金処分額17,166千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のと 

 おり補正する。 
 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

収        入 

 第１款 資本的収入    2,207,233千円    △7,613千円   2,199,620千円 

  第４項 他会計支出金   417,034千円    △7,613千円    409,421千円 

支        出 

 第１款 資本的支出    2,762,609千円    △7,934千円   2,754,675千円 

  第１項 建設改良費   1,641,777千円    △7,934千円   1,633,843千円 
 

第３条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 
 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

     職員給与費     113,077千円    △6,533千円    106,544千円 
 

第４条 予算第10条に定めた補助金の金額「493,708千円」を「474,736千円」に改める。 

第５条 繰越利益剰余金のうち17,166千円は、次のとおり処分するものとする。 

 (1) 減債積立金 

 

  令和６年１１月１３日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第１００号 

 

令和６年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

第１条 令和６年度掛川市農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という｡)第３条に定めた収益 

 的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

収        入 

 第１款 下水道事業収益   289,609千円      100千円    289,709千円 

  第２項 営業外収益    226,473千円      100千円    226,573千円 

支        出 

 第１款 下水道事業費用   288,575千円    △1,882千円    286,693千円 

第１項 営業費用     266,779千円     △607千円    266,172千円 

第２項 営業外費用     21,694千円    △1,275千円    20,419千円 
 

第２条 予算第４条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額46,592千円」 

 を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額48,371千円」に、「当年度分損益勘定留保資 

 金46,592千円」を「当年度分損益勘定留保資金46,371千円及び利益剰余金処分額20,000千円」に 

 改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

 収        入 

 第１款 資本的収入      63,770千円    △1,663千円    62,107千円 

第２項 他会計支出金    13,770千円    △1,663千円    12,107千円 

 支        出 

 第１款 資本的支出     110,362千円      116千円    110,478千円 

  第１項 企業債償還金   110,362千円      116千円    110,478千円 
 
第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 
 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

     職員給与費      8,072千円    △248千円     7,824千円 
 

第４条 予算第９条に定めた補助金の金額「78,591千円」を「78,602千円」に改める。 

第５条 当年度利益剰余金のうち20,000千円は、次のとおり処分するものとする。 

 (1) 減債積立金 

 

  令和６年１１月１３提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第１０１号 

 

令和６年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

第１条 令和６年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計予算（以下「予算」という｡)第３条に定 

 めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

収        入 

 第１款 下水道事業収益   211,415千円    △77千円     211,338千円 

  第２項 営業外収益    117,629千円    △77千円     117,552千円 

支        出 

 第１款 下水道事業費用   211,415千円    △77千円     211,338千円 

第１項 営業費用     198,857千円    △129千円     198,728千円 

  第２項 営業外費用     12,506千円     52千円     12,558千円 
 

第２条 予算第４条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額45,225千円」 

 を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額45,055千円」に、「当年度分損益勘定留保資 

 金45,225千円」を「当年度分損益勘定留保資金44,055千円及び利益剰余金処分額1,000千円」に 

 改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。 

 

    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

収        入 

 第１款 資本的収入      3,226千円      170千円     3,396千円 

  第１項 他会計支出金    3,226千円      170千円     3,396千円 
 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

     職員給与費      5,343千円     △129千円     5,214千円 
 

第４条 予算第９条に定めた補助金の金額「33,808千円」を「33,901千円」に改める。 

第５条 繰越及び当年度利益剰余金のうち1,000千円は、次のとおり処分するものとする。 

 (1) 減債積立金 

 

  令和６年１１月１３日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第１０２号 

 

   掛川市立学校設置条例の一部改正について 

 

 掛川市立学校設置条例（平成17年掛川市条例第150号）の一部を改正する条例を裏面のとおり定 

める。 

 

  令和６年１１月１３日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 掛川市立学校設置条例（平成17年掛川市条例第150号）の一部を次のように改正する。 

 別表１の表掛川市立原田小学校の項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （掛川市学校給食共同調理場に関する条例の一部改正） 

２ 掛川市学校給食共同調理場に関する条例（平成17年掛川市条例第153号）の一部を次のように 

 改正する。 

  別表掛川市立さかがわ学校給食センターの項を次のように改める。 
 

掛川市立さかがわ学校給食センター 掛川市逆川653番地の15 掛川市立日坂小学校 

掛川市立東山口小学校 

掛川市立西山口小学校 

掛川市立上内田小学校 

掛川市立城北小学校 

掛川市立第一小学校 

掛川市立第二小学校 

掛川市立中央小学校 

掛川市立曽我小学校 

掛川市立桜木小学校 

掛川市立和田岡小学校 

掛川市立原谷小学校 

掛川市立西郷小学校 

掛川市立倉真小学校 

掛川市立三笠幼稚園 

 

 （掛川市立学校体育施設等使用条例の一部改正） 

３ 掛川市立学校体育施設等使用条例（平成17年掛川市条例第165号）の一部を次のように改正 

 する。 

  別表１の表中型の項を次のように改める。 

 

中型 日坂小学校、東山口小学校、上内 

田小学校、第二小学校、曽我小学 

校、和田岡小学校、原谷小学校、 

倉真小学校、土方小学校、佐束小 

学校、中小学校、大渕小学校 

510円 510円 510円 
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  別表２の表を次のように改める。 

 

学   校   名 使用時間 使  用  料 

日坂小学校、東山口小学校、西山口小学校、 

上内田小学校、城北小学校、第二小学校、中 

央小学校、曽我小学校、桜木小学校、和田岡 

小学校、原谷小学校、西郷小学校、倉真小学 

校、城東中学校、大浜中学校、千浜小学校、 

大須賀中学校、大渕小学校 

午後５時から 

午後９時30分 

まで 

１キロワット時につき33円 
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議案第１０３号 

 

   小笠老人ホーム施設組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定により、小笠老人ホーム施設組合規約 

を裏面のとおり変更することについて、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年１１月１３日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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   小笠老人ホーム施設組合規約の一部を変更する規約 

 小笠老人ホーム施設組合規約（昭和41年地第1725号）の一部を次のように変更する。 

 第２条を次のように改める。 

 （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 この組合は、掛川市及び菊川市（以下「関係市」という｡)をもって組織する。 

 第５条第１項を次のように改める。 

  この組合の議会の議員（以下「組合議員」という｡)の定数は、５人とし、関係市の議会におい 

 て、掛川市にあっては同市の議員のうちから３人を、菊川市にあっては同市の議員のうちから２ 

 人を選挙する。 

 第７条第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に改め、同項を同条第２項とする。 

 第８条第２項中「及び御前崎市長」を削り、同条第４項中「前条第３項」を「前条第２項」に改 

める。 

   附 則 

 この規約は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１０４号 

 

   静岡地方税滞納整理機構規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第１項の規定により、静岡地方税滞納整理機構 

規約を裏面のとおり変更することについて、同法第291条の11の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年１１月１３日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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   静岡地方税滞納整理機構規約の一部を変更する規約 

 静岡地方税滞納整理機構規約の一部を次のように変更する。 

 第４条第１号中「地方税法（昭和25年法律第226号）」の次に「、森林環境税及び森林環境譲与 

税に関する法律（平成31年法律第３号）及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 

（平成31年法律第４号）」を加え、「地方税に」を「徴収金に」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和７年６月１日から施行する。 
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議案第１０５号 

 

   掛川市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定により、掛川市道路線を次のとおり認定す 

る。 

 

  令和６年１１月１３日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   

 

 

市 道 認 定 路 線 表 

 

NO 路  線  名 起    点 終    点 重要な経過地 

１ ミソラタウン掛川５号線 高御所字前坪 287-45 高御所字前坪 287-33  

２ ミソラタウン掛川６号線 高御所字前坪 287-45 高御所字前坪 280-6  

３ ミソラタウン掛川７号線 高御所字前坪 287-46 高御所字前坪 280-8  
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市道認定路線図

ミソラタウン掛川 ５号線

認定① ミソラタウン掛川 ５号線
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市道認定路線図

ミソラタウン掛川 ６号線

認定② ミソラタウン掛川 ６号線
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市道認定路線図

ミソラタウン掛川 ７号線

認定③ ミソラタウン掛川 ７号線
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